
 

 

日 時：令和５年５月２９日（月）午前１０時  

場 所：花巻市役所本庁舎 ３階 ３０２・３０３会議室  

大迫総合支所     ２階 防災センター  

    石鳥谷総合支所    ３階 大会議室  

    東和総合支所     １階 第１会議室  

 

 

１ 開 会 

 

 

２ あいさつ  

  花巻市明るい選挙推進協議会 会長 髙橋 修  

 

 

３ 議  事  

  報告第１号 令和４年度花巻市明るい選挙推進協議会事業報告について  

  議案第１号 令和５年度花巻市明るい選挙推進協議会事業計画（案）について 

 

 

４ その他  

  ・令和４年７月１０日執行第２６回参議院議員通常選挙の結果について  

  ・令和４年７月２４日執行花巻市議会議員選挙の結果について  

  ・選挙啓発授業について  

 

 

５ 閉 会 

 

 

 

 

令和５年度花巻市明るい選挙推進協議会総会  
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報告第１号  

 

 

令和４年度花巻市明るい選挙推進協議会事業報告について  

 

 令和４年度花巻市明るい選挙推進協議会事業の実施状況を別紙のとおり報告

する。  

 

 

  令和５年５月２９日報告  

 

                     花巻市明るい選挙推進協議会  

                       会 長 髙 橋   修  
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（報告第１号 別紙） 

 

令和４年度花巻市明るい選挙推進協議会事業報告  

１ 常時啓発  

項 目 内 容 

１ 花巻市明るい選  

 挙推進協議会総会  

の開催  

 

花巻市明るい選挙推進協議会の総会を書面表決により開催

した。  

・日時  議案送付日：令和４年５月２７日 

    書面表決結果送付日：令和４年６月２９日  

・議事  

  報告第１号：令和３年度花巻市明るい選挙推進協議会  

事業報告について  

議案第１号：令和４年度花巻市明るい選挙推進協議会  

事業計画（案）について  

  議案第２号：花巻市明るい選挙推進協議会役員の改選に  

        ついて  

２ 明るい選挙啓発  

ポスター作品募集  

公益財団法人明るい選挙推進協会等が主催する「第７４回

明るい選挙啓発ポスターコンクール」への参加を市内小中学

校及び高等学校に呼びかけ、小学校２９点、中学校１８点、合

計４７点の応募があった。  

(1) 第一次審査  

令和４年９月２０日に市明るい選挙推進協議会等による

第一次審査会を開催し、小学校の部から５点、中学校の部か

ら５点の優秀作品を選び、岩手県明るい選挙推進協議会等

が行う第二次審査に提出した。  

 

＜応募校と応募件数＞  

小学校の部  中学校の部  

学校名  応募数  学校名  応募数  

湯本小学校  ２９  花巻中学校  １５  

  南城中学校  １  

  石鳥谷中学校  ２  

合  計  ２９  合  計  １８  

 

（2）啓発カレンダーの作製  

   第一次審査で入選した作品を用いて、２０２３年版カ

レンダーを作製し、市内小中学校及び高等学校に送付し

た。  
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３ 選挙啓発授業の

実施及び参観  

当協議会主催の選挙啓発授業を実施した。  

＜実施校、日時等＞  

(1)岩手県立花巻清風支援学校  高等部    

日時 令和５年３月９日（木）午前１０時００分  

    令和５年３月１０日（金）午前１０時１５分  

対象 ２学年  ２９名、３学年 １３名  

(2)学校法人花巻学院花巻東高等学校    

日時 令和５年３月１４日（火）午前１１時００分  

   対象  ２学年 １８５名  

(3)岩手県立花北青雲高等学校  

   日時  令和５年３月１６日（木）午前１１時００分  

   対象  ２学年 １２２名  

(4)岩手県立花巻南高等学校  

   日時  令和５年３月２２日（水）午前９時００分  

   対象  ２学年 １４３名  

＜授業内容＞  

  最近執行された選挙について  

若年層の投票率について  

主権者の役割  

選挙のしくみ（模擬投票）  

４ 花巻支会研修会

に参加  

 

岩手県市町村選挙管理委員会連合会花巻支会が主催する研

修会が開催され、当協議会から委員３名、事務局から３名が参

加した。  

(1)日時 令和４年１１月２日（水）午後１時３０分  

(2)場所 西和賀消防署 ２階会議室  

(3)研修内容  

講師：岩手県選挙管理委員会事務局  

     主査 山崎  伸二 氏  

演題：『選挙制度をめぐる最近の情勢について』  

５ 新成人への啓発

活動を実施  

令和５年１月７日（土）に花巻市文化会館で執り行われた令

和４年度花巻市成人式で、参加者に配布する記念品等に選挙

啓発冊子を同封した。  

６ 選挙用資材の貸  

 出  

選挙を身近なものに感じてもらうため、市内小中学校及び

高等学校、支援学校の児童会並びに生徒会選挙等の際に、実際

に各種選挙に使用する選挙用資材（投票箱・記載台）の貸出し

を呼びかけた。  

※中学校２校、高等学校２校、支援学校１校に貸出しを行っ

た。  
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７ 花巻市議会の傍  

 聴  

地方自治について研修するため、花巻市議会３月定例会一

般質問の傍聴会を開催する予定としていたが、新型コロナウイ

ルス感染症拡大防止のため、役員のみで実施した。（役員４名が

出席）  

(1) 日時 令和５年２月２８日（火）午前１０時  

(2) 場所 花巻市議会議事堂  

８ 市ホームページ  

における啓発  

 花巻市ホームページの「明るい選挙推進協議会」のページに

おいて、当協議会の活動状況の紹介を行った。  

９ 選挙啓発冊子の  

送付  

 選挙制度や全国の啓発活動の情報を当協議会で共有するた

め、選挙啓発冊子「 Voters」の送付を行った。（６回）  

 

２ 臨時啓発（参議院議員通常選挙、花巻市議会議員選挙）  

事 業 名 内   容  

１ 広報はなまきによ

る啓発  

投票所、有権者の資格等について掲載し周知を行った。  

２ 啓発看板等の設置  市役所本庁舎、各総合支所などに啓発看板、懸垂幕、選挙

啓発パネルを設置した。  

３ 広報車による啓発  啓発看板を取り付けた広報車で市内を運行し、明るい選挙

の推進と投票参加の啓発を行った。  

４ インターネットを

利用した啓発  

市のホームページに投票日、投票所及び投票方法、有権者

の資格等について掲載し、投票の周知を図った。  

５ ＦＭによる啓発  えふえむ花巻を活用して有権者に投票を呼びかけた。  

６ 選挙啓発グッズの  

 配布  

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止した。  
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議案第１号 

 

 

令和５年度花巻市明るい選挙推進協議会事業計画（案）について 

 

 令和５年度における明るい選挙の推進を図るため、別紙のとおり花巻市明るい選挙推進協

議会事業計画（案）を定めるものとする。 

 

 

  令和５年５月２９日提出 

 

                           花巻市明るい選挙推進協議会 

                             会 長 髙 橋   修 
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   （議案第１号 別紙） 

令和５年度花巻市明るい選挙推進協議会事業計画（案） 

１ 目 標 

明るい選挙推進運動の実施にあたっては、公明正大な選挙の実現と政治・選挙に対する

住民意識の高揚を図ることを目的とし、花巻市明るい選挙推進協議会と花巻市選挙管理委

員会が関係団体と密接に連携し、啓発事業を効果的に推進することにより、明るい選挙推

進運動の浸透を図るものとする。 

また、本年度においては、岩手県知事及び県議会議員選挙が９月３日に行われる予定で

ある。 

近年の選挙においては、特に若年層の投票率が低下傾向にあることから、若年層に対す

る投票参加を市内学校での啓発授業を中心に重点的に呼びかけるほか、期日前投票制度及

び不在者投票制度の周知を図り、棄権防止に努めるものとする。 

 

２ 常時啓発 

事業名 事業内容 

１ 花巻市明るい選挙

推進協議会総会の開

催 

花巻市明るい選挙推進協議会の総会を開催する。 

・日時 令和５年５月２９日（月） 午前１０時 

・場所 花巻市役所本庁舎 ３階 ３０２・３０３会議室 

大迫総合支所   ２階 防災センター 

  石鳥谷総合支所  ３階 大会議室 

   東和総合支所   １階 第１会議室 

・議事 

  報告第１号：令和４年度花巻市明るい選挙推進協議会事業報告に 

ついて 

議案第１号：令和５年度花巻市明るい選挙推進協議会事業計画（案） 

      について 

・その他 

  （１）令和４年７月１０日執行第２６回参議院議員通常選挙の結果

について 

  （２）令和４年７月２４日執行花巻市議会議員選挙の結果について 

  （３）選挙啓発授業について 

２ 明るい選挙啓発ポ

スター作品募集 

公益財団法人明るい選挙推進協会等が主催する「明るい選挙啓発ポス

ターコンクール」に応じ、将来有権者となる児童及び生徒を対象とした

明るい選挙啓発ポスターの作品募集を行い、明るい選挙についての意識

を育てていくものとする。また、この作品を各種施設に掲示するなど選

挙啓発に利用し、一般有権者の明るい選挙推進運動への理解を求める。 
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３ 「明るい選挙推進

研修」への参加 

当協議会の委員が、地域特性を生かした明るい選挙の推進について研

修するため、岩手県明るい選挙推進協議会県南支部等が主催する研修へ

の参加を行う。 

４ 選挙啓発授業の実

施 

若年層に選挙について関心を持ってもらうため、当協議会が主催する

選挙啓発授業を希望のあった市内小中学校及び高等学校で実施する。 

５ 選挙用資材の貸出 選挙を身近なものに感じてもらうため、市内小中学校及び高等学校の

児童会並びに生徒会選挙に投票箱や記載台など実際に各種選挙に使用す

る選挙機材の貸出を行う。 

６ 花巻市議会の傍聴 地方自治についての研修を行うため、当協議会の委員による、花巻市

議会（一般質問）の傍聴を実施する。 

※３月議会に合わせて行う予定。 

７ 市ホームページに 

おける啓発 

花巻市ホームページの「明るい選挙推進協議会」コーナーにおいて、当

協議会の活動状況を紹介するなど、明るい選挙推進運動の浸透に努め

る。 

 

３ 臨時啓発（岩手県知事及び県議会議員選挙） 

事 業 名 内   容 

１ 広報はなまきによる

啓発 

投票所、有権者の資格等について掲載し周知を図る。 

 

２ 啓発看板等の設置 市役所本庁舎、各総合支所などに啓発看板、懸垂幕を設置する。 

３ 広報車による啓発 啓発看板を取り付けた広報車で市内を運行し、明るい選挙と投票参加の

啓発を行う。 

４ インターネットを利

用した啓発 

市のホームページに投票日、投票所及び投票方法、有権者の資格等につ

いて掲載し、周知を図る。 

５ ＦＭを利用した啓発 えふえむ花巻を活用して有権者に投票を呼びかける。 

６ 選挙啓発グッズの配  

 布 

ショッピングセンター等で選挙啓発グッズを配布し、投票参加を促す。 
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花 巻 市 明 る い 選 挙 推 進 協 議 会 規 約 

 

（名称） 

第１条 この会の名称は、花巻市明るい選挙推進協議会(以下「協議会」という。)という。 

（目的) 

第２条 この協議会は、市民の力を背景にして、選挙が明るく行われるように有効適切な方策を企画

し、かつ、効果的な事業を実施して、もって民主政治の健全な発展に寄与することを目的とする。 

（事業) 

第３条 この協議会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

(1) 研修会、講演会、座談会及び討論会等の開催 

(2) 各種資料の収集、作成及び配布 

(3) 講師の派遣及びあっせん 

(4) 関係機関及び団体相互の連絡調整 

(5) 関係機関及び団体との事業の提携 

(6) その他目的を達成するために必要な事業 

２ 前項の事業は花巻市と共催で行うものとする。 

（組織) 

第４条 この協議会は、次の各号に掲げる者で、この協議会の目的に賛同する者をもって組織する。 

(1) 関係の団体又は機関の代表者 

(2) 学識経験者 

(3) その他会長が必要と認めた者 

２ この構成員を委員と呼称する。 

（役員） 

第５条 この協議会に次の役員を置く。 

(1) 会長 １名 

(2) 副会長 ４名 

２ 役員は、総会で選任する。 

３ 会長は、この協議会の会務を総理し、本協議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。 

（役員の任期） 

第６条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 役員は、任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行うものとする。 

（会議） 

第７条 この協議会の会議は、総会及び役員会とする。 

２ 総会は、この協議会の業務に関する重要な事項について審議する。 
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３ 役員会は、総会により委任された事項及び急施を要する事項について審議する。 

４ 会議は、必要に応じて会長が招集する。 

５ 会議の議長は、会長があたる。 

（事務局） 

第８条 この協議会の事務を処理するため、花巻市選挙管理委員会事務局内に事務局を置く。 

２ 事務局の職員は、同委員会職員をもって充てる。 

（その他） 

第９条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

附 則 

 この規約は、平成１８年６月２日から施行する。 

   附 則 

この規約は、平成１９年６月１９日から施行する。 

 


